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１ 定員適正化計画策定の目的                      

 

  地方公共団体においては、厳しい財政状況下においても、行政サービスを効率的・効果

的に提供するため、民間委託の活用等の行政改革の推進を図りながら適正な定員管理に取

組むことが必要です。 

  本町では、平成９年度に「（第１次）定員適正化計画」を策定して以降、積極的な定員管

理を推進し、現在までに 53人の削減を行ってきました。 

  一方で、近年は職員全体の時間外勤務について、労働基準法に基づく時間外勤務の上限

規制が導入されるなど、職員の健康への配慮やワークライフバランスの確保が課題となっ

ています。さらに、新型コロナウイルス感染症防止のための在宅勤務やテレワークの導入

など、新しい生活様式に見合った労務管理が求められているところです。 

  職員の定員管理は、財政運営上の歳出において大きな割合を占める人件費に直接影響す

るとともに、行政サービスの質と量にも関わります。第４次定員適正化計画においては、

限られた人員の中でも、職員一人ひとりが力を発揮し、質の高い行政サービスを効率的・

効果的に継続して提供できるように努めてきました。 

今後も第４次計画の考え方を維持し、持続可能な組織体制を整えていくため、令和３年

度から令和７年度までの５年間を取組期間とする新たな定員適正化計画（第５次定員適正

化計画）を策定します。 

 

２ これまでの定員適正化の取組                     

（１）職員数の推移（第１次計画～第４次計画） 

 

本町における定員適正化の取組みは、平成９年度に策定した第１次定員適正化計画では、

一般行政部門の職員採用の５か年凍結などにより、それまで増加傾向にあった職員体制を

見直し、５年間で 13人の削減を実施しました。 

  平成 17年度に策定した第２次定員適正化計画は、国において今後の行政改革の方針とし

て平成 17 年度から平成 21 年度までの５か年間で平成 16 年度末定員の 10％以上の削減を

目指すことが閣議決定されたことを受け、町においても職員数を 10％削減し 260人とする

という大きな目標を掲げ、５年間で 29人の削減を実施しました。 

  平成 23年度に策定した第３次定員適正化計画では、技能労務職の退職不補充を原則とす

る中で、指定管理者制度の活用や民間委託化、また、再任用職員や任期付職員といった多

様な任用形態の導入により職員数の抑制を行い、第２次計画期間で達成した職員数 260 人

を継続することを目標とし、その数を維持しました。 

  平成 28年度からスタートした第４次定員適正化計画では、引き続き効率的な行財政運営

を実現しつつも、複雑多様化する行政サービスの維持を図るため、事務職や専門職といっ

た職種を充実させることにより職員数 260人を維持することを目標とし、現在に至ります。 
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 ■計画期間と目標値 
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H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

職員数の推移

職員数

計画期間 目標値 実績 特記事項 

第１次 
H10～14

年度 

・一般行政部門７人削減 

・職員数 11人削減 

・一般行政部門 15人削減 

・職員数 13人削減 

【計画目標達成】 

・一般行政部門職員採用

５年間凍結 

第２次 
H18～22

年度 

・一般行政部門 14人削減 

・職員数 29人削減 

【H22年度目標値 260人】 

・職員数 29人削減 

・H22.4職員数 260人 

【計画目標 260人達成】 

 

第３次 
H23～27

年度 
・職員数 260人維持 

・職員数３人削減 

・H27.4職員数 258人 

【計画目標 260人達成】 

・技能労務職退職不補充 

・再任用・任期付の導入 

第４次 
H28～R2

年度 
・職員数 260人維持 

・R2.4職員数 259人 

【計画目標 260人達成】 
 

単位：人 
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３ 定員管理の現状                           

  

（１）部門別職員数の推移                      

  （単位：人） 

 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 

一般行政部門 

① 

職員数 156 162 152 152 156 159 

H27比較増減 － 6 ▲4 ▲4 0 3 

特別行政部門 

② 

職員数 84 85 87 84 83 81 

H27比較増減 － 1 3 0 ▲1 ▲3 

普通会計部門 

①＋② 

職員数 240 247 239 236 239 240 

H27比較増減 － 7 ▲1 ▲4 ▲1 0 

公営企業等 

③ 

職員数 18 16 18 17 18 19 

H27比較増減 － ▲2 0 ▲1 0 1 

合計 

①＋②＋③ 

職員数（Ａ） 258 263 257 253 257 259 

H27比較増減 － 5 ▲1 ▲5 ▲1 1 

計画職員数（Ｂ） 260 260 260 260 260 260 

達成状況（Ａ）－（Ｂ） ▲2 3 ▲3 ▲7 ▲3 ▲1 

※特別行政部門とは、教育及び消防部門からなっています。 

※公営企業等とは、国民健康保険事業、下水道事業等の部門からなっています。 

※職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休業者等を含みます。 

 

 第４次計画期間（平成 28年度～令和２年度）においても、引き続き計画職員数 260人を

維持するため、退職者の範囲内での職員補充、技能労務職の退職不補充を原則とする中で、

施設管理運営の民営化や、再任用職員、任期付職員や会計年度任用職員の採用といった多

様な任用形態の導入を行いました。 

計画最終年度である令和２年度は職員数 259人となり、計画職員数を維持しています。 
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（２）職務別職員数の推移 

                       （単位：人） 
職 種 区分 H28 H29 H30 R1 R2 増減数 

 178 173 167 172 173 ▲5 

事務職 

正規職員 173 170 162 167 171   

  H28比増減 － ▲3 ▲11 ▲6 ▲2   

再任用フル 1 0 2 2 0  

任期付フル 4 3 3 3 2  
  7 5 4 4 4 ▲3 

 
建築技師 

正規職員 7 5 4 4 4  

 H28比増減 － ▲2 ▲3 ▲3 ▲3  

 15 15 12 11 11 ▲4 

 

土木技師 
正規職員 15 15 12 11 11  

 H28比増減 － 0 ▲3 ▲4 ▲4  

司書・ 
学芸員 

 9 11 9 8 8 ▲1 

正規職員 9 10 8 8 8  

 H28比増減 － 1 ▲1 ▲1 ▲1  

 任期付フル 0 1 1 0 0  
 5 4 5 5 6 1 

保健師 
正規職員 5 4 5 5 6  

 H28比増減 － ▲1 0 0 1  

  2 4 4 3 3 1 

栄養士 

正規職員 1 2 2 2 2   

  H28比増減 － 1 1 1 1   

任期付フル 1 2 2 1 1  

  8 8 9 10 13 5 

保育士 

正規職員 8 8 9 9 10   

  H28比増減 － 0 1 1 2   

任期付フル 0 0 0 1 3  

教育職 

 17 17 16 15 17 0 

正規職員 17 17 16 15 14   

 H28比増減 0 0 ▲1 ▲2 ▲3  

再任用フル 0 0 0 0 1  

任期付フル 0 0 0 0 2  
  14 14 13 12 14 0 

 幼稚園教諭 

正規職員 14 14 13 12 11   

  H28比増減 － 0 ▲1 ▲2 ▲3   

再任用フル 0 0 0 0 1  

任期付フル 0 0 0 0 2  
 44 44 46 46 43 ▲1 

消防職 
正規職員 44 44 46 46 43  

 H28比増減 － 0 2 2 ▲1  
 9 7 6 6 4 ▲5 

技能労務職 

正規職員 9 7 6 5 3   

  H28比増減 － ▲2 ▲3 ▲4 ▲6   

再任用フル 0 0 0 1 1  
 263 257 253 257 259 ▲4 

合 計 

正規職員計 257 252 246 249 249  

 H28比増減 － ▲5 ▲11 ▲8 ▲8  

再任フル 1 0 2 3 2  

任期付フル 5 5 5 5 8  
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 第４次計画期間内の職務別職員数の内訳をみると、原則として退職不補充としている技

能労務職の採用を控え、事務職を充実させるとともに、栄養士、保育士、幼稚園教諭、司

書・学芸員といった専門職に任期付職員を採用することで、行政サービス水準と組織力を

維持してきました。 

 なお、建築技師、土木技師の正規職員数は減少傾向にあるため、年度途中の採用や、社

会人採用を行うなど採用方法を見直し、職員の確保に努めています。 

 

（３）再任用職員・任期付職員の推移 

 

 定員の適正化を図る中で、拡大する行政需要や新たな行政課題への取組みにおいて不足

する人員を確保するため、第３次定員適正化計画から任期付職員の任用を開始し、様々な

専門的知識や経験を持つ人材を積極的に活用し、町民ニーズに柔軟に対応しています。 

 なお、短時間勤務職員は職員数にはカウントされませんが、行政サービス水準と組織力

を強化するために必要な手段として適正な任用を行っています。 

また、令和２年４月から導入された会計年度任用職員については、必要な業務を見極め

た中で適正な人数を配置しています。 

 

 

再任用職員・任期付職員の推移 

（単位：人） 

  職   種 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

再任用フルタイム 1  － 2 3 2 

再任用短時間 14 22 21 23 16 

任期付フルタイム 6 5 5 5 8 

任期付短時間 23 28 29 23 28 

合計 44 55 57 54 54 

  ※各年度の４月１日現在の人数を計上しています。 

 

 

 

 

 



6 

 

（４）湘南４町の職員数の比較【平成 31年４月１日現在】 

（単位：人） 

職 種 大磯町 葉山町 寒川町 二宮町 

事務職 
172 161 252 153 

－ ▲11 80 ▲19 

 

建築技師 
4 4 5 2 

－ 0 1 ▲2 

土木技師 
11 10 18 7 

－ ▲1 7 ▲4 

司書・学芸員 
8 1 0 3 

－ ▲7 ▲8 ▲5 

保健師 
5 8 12 6 

－ 3 7 1 

栄養士 
3 5 4 2 

－ 2 1 ▲1 

保育士 
10 14 0 8 

－ 4 ▲10 ▲2 

教育職 
（幼稚園教諭含む） 

15 4 5 2 

－ ▲11 ▲10 ▲13 

消防職 
46 53 57 44 

－ 7 11 ▲2 

技能労務職 
6 52 21 6 

－ 46 15 0 

その他 
0 0 3 0 

－ 0 3 0 

合計 
257 297 354 221 

－ 40 97 ▲36 

  ※各下段の数値は、大磯町の職員数との比較増減数 

 

 本町の職員数を近隣の類似団体※である葉山町、寒川町、二宮町と比較すると、町立の幼

稚園を有していることから本町においては幼稚園教諭を含む教育職の人数と、司書・学芸

員の人数が多い傾向がみられます。 

 

  ※「類似団体」とは、全ての市町村を対象に、その人口と産業構造（第２次・第３次産業の就業人口

の構成比）の２つの要素を基準として、総務省にて類似状況に応じて区分された市町村の類型です。 

   本町の類型は「Ｖ－２」で、県内では他に葉山町、寒川町、二宮町、湯河原町が該当します。 
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４ 計画期間及び数値目標                        

 

（１）計画期間 

 

 令和３年度から令和７年度までの５か年とします。 

 

（２）職務別の定年退職予定者年次別推移 

（単位：人） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 合 計 

内
訳 

事務職 ３ ２ １ ２ ８ 16 

建築技師 － － － － － － 

土木技師 － － １ １ １ ３ 

司書・学芸員 － １ － １ － ２ 

保健師 － １ － － － １ 

栄養士 － － － － － － 

保育士 － ２ － ２ － ４ 

幼稚園教諭 １ － － － － １ 

教育職 － － － － － － 

消防職 ２ １ － － １ ４ 

技能労務職 １ １ － － １ ３ 

合 計 ７ ８ ２ ６ 11 
34 

累計（Ｒ３～） ７ 15 17 23 34 

  ※令和４年度に予定されている定年延長は考慮していません。 

 

（３）数値目標 

 

 本町は、平成 22年度に第２次定員適正化計画の数値目標である職員数 260人を達成して

から、第４次計画まで継続して職員数 260人を維持し、現在に至っています。この 10年間

の結果を踏まえ、現在の事務量を前提とすると職員数は、ほぼ適正な規模となっているも

のと考えます。 

 したがって、第５次定員適正化計画においても、職員数 260 人を引き継ぎ、将来に渡っ

て安定した行政運営が行える必要な人員を確保しつつ、機動的かつ柔軟に様々な行政需要

に対応してまいります。 

 なお、任期付職員など多様な任用制度を活用する一方で、正規職員における育児休業者

等の働き方を考慮し、『実働職員数 260人』を数値目標として、持続可能な組織体制を整え、

定員管理に取組んでまいります。 
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（４）計画期間における職員採用の取組み 

 

 新規採用にあたっては退職者の補充を基本に行いますが、近年、専門性を求められる職

種の人材確保が困難な状況になっていることから、社会人経験者の採用や年度途中の採用

など幅広い採用を行い、専門職の確保に努めていきます。 

採用にあたっては、職員の年齢構成と男女比のバランスを考慮するとともに、事務事業

の推進に支障をきたさないよう柔軟な職員採用を行います。 

 

５ 定員適正化の方策                          

 

（１）事務事業（業務量）の見直し 

 

  行政評価を活用し、目的を達成した事業や事業の効果が低くなった事業の縮小・廃止、

類似する事業の統合など事務事業の見直しを行います。さらに、効率性や有効性の視点に

よる事務事業の整理や経費の削減に取組むことで、事業の実施体制を見直し、限られた人

的資源を有効に活用し、適正な定員管理に繋げます。 

 

 ① デジタル化の推進 

  変化の激しい社会経済情勢の中、国においてはデジタル化の取組みを進めています。既

存の手法やシステムによる対応では限界があるため、今後はデジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）に取組み、デジタル技術の活用による行政事務の抜本的な効率化を図り、

職員の働き方改革に繋げます。 

 

 ② 民間委託等の活用 

  町が直接実施するよりも、町民サービスの向上と事務の効率化が図られる事業について

は、業務の委託や指定管理者制度、民営化などを積極的に検討・活用し、事務の簡素合理

化及び職員が政策の企画立案等に専念できる環境づくりに努めます。 

 

（２）多様な任用制度の活用 

 

  常勤の正規職員は、原則として、公権力の行使、政策の企画立案、方針決定等の判断業

務及び裁量的要素のある非定例型業務に従事することを基本とし、定型業務その他業務に

ついては、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員の任用を行うなど、業務内容に適

した多様な任用制度の活用を図ります。 
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（３）適材適所の職員の配置 

 

  限られた職員を最大限に活用するため、事務事業の進捗状況や業務量を的確に把握した

上で、毎年実施している自己申告書や人事評価等を参考に、すべての職員が知識・能力・

経験を発揮し、働く意欲が向上するよう、適材適所の職員配置に努めます。 

 

（４）職員研修の充実 

 

  複雑・高度化する行政課題に的確に対応できるよう、これからの時代に求められる職員

研修を実施し、職員の能力向上を図ります。また、経験年数の少ない若手職員に対しては、

スキルアップ向上のための研修を行うとともに、職場全体として風通しの良い環境づくり

を推進するため、それぞれの階層に応じた研修を行います。 

 

（５）職員健康管理体制の充実 

 

  限られた人員で、近年の地方創生の取組みなどにより新たな業務やサービスに対応して

いくにあたり、職員一人ひとりの業務における負担も増加するものと考えられます。複雑

化した業務は長時間労働に繋がり、メンタルヘルス疾患等の健康障害をもたらすことも懸

念されます。 

  そのため、職員が働きやすさを感じられるよう、定期的な健康診断やメンタルヘルスチ

ェック、管理職による時間外勤務の徹底管理、年次有給休暇の取得促進等を行うことで職

員のメンタルケアのサポート体制の充実を図り、ワークライフバランスを推進します。 
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